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第２章 環境影響評価準備書について提出された環境の保全の見地からの意見の概要とこれに 

対する事業者の見解 

 

「環境影響評価法」第 18 条第 1 項の規定に基づいて、当社に対して意見書の提出により述べられ

た環境の保全の見地からの意見は 16 件であった。また、環境の保全の見地以外からの意見が 3 件あ

った。 

「環境影響評価法」第 19 条及び「電気事業法」第 46 条の 12 の規定に基づく、準備書についての意

見の概要並びにこれに対する事業者の見解は、次のとおりである。 
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環境影響評価準備書について述べられた意見の概要と事業者の見解 

 

1.事業計画 

No 意 見 の 概 要 事業者の見解  

1 海水を復水器冷却に使うと温排水でムラサキイガイ、

クラゲ等が越冬し増加する知見があります。 

現に漁民に聞くと放水口付近には冬でもクラゲを見

ると言います。この貝や藻の付着防止のため次亜塩素酸

ソーダの注入という悪循環をなくす意味でも空冷復水

器が必要です。 

住友共同電力(株)新居浜北火力(15 万 kW)は冷却塔方

式、栃木県の真岡発電所(62.4 万 kW×2)は密閉式空冷方

式で、今回の五井、姉崎火力の更新計画に出力とほぼ同

じです。 

川崎天然ガス発電所 1,2号機、大分共同発電所 3号機、

高砂複合サイクルに採用されています。袖ケ浦市でも東

京ガス工場内東京ガスベイパワーと(株)イースクエア

かずさパワープラントがあります。 

このように国内でも海水による冷却以外の方法が確

立しつつあります。また東京湾の海環境を回復させるた

めにも多少効率低下しても環境配慮の観点で冷却方式

を空冷にすべきです。空冷で効率低下するのは夏場であ

り、寒冷期は高効率運転できますし、水路や復水器水質

掃除費用が削減される利点もあります。清掃と季節ごと

の費用・効率を具体的に示して見解を示してください。 

空気冷却式復水器については、温排水を排出しない等

のメリットがありますが、その一方、海水冷却式復水器

と比較して、設備規模が大きくなるため施工範囲が広く

なり工事量が多くなること、消費電力が大きいこと、復

水器の十分な真空が確保できないため発電効率が低下

(二酸化炭素排出量の増加)すること等のデメリットがあ

ります。 

本事業においては、既設の取放水設備を有効活用でき

ること、及び上記メリット・デメリットを総合的に判断

した上で、海水冷却式復水器を採用することとしました。 

 なお、温排水については、冷却水量を現状 123.0m3/s(1

～6号機)から将来 90 m3/s(新 1～3号機、5,6号機)に、

冷却水の取放水温度差を現状 8.9℃以下(1～4 号機)、

8.0℃以下(5,6 号機)から将来 7℃以下(新 1～3 号機)、

8.0℃以下(5,6号機)とし、環境影響の低減を図る計画と

しております。 
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No 意 見 の 概 要 事業者の見解  

2 これは方法書でも書きましたが温排水と次亜塩素酸

ソーダを注入することは海の環境を破壊するものです、

これを避ける意味で空冷式復水器の採用を提案する訳

ですが、準備書では次亜塩素酸ソーダを注入する理由と

して、清掃時に硫化水素がでて労働環境が悪いと記載し

ています。労働環境を考慮すること自体には賛同します

が、ならば一方漁民の畑である海を貧しくすることの代

償案はあるのでしょうか？これは金銭的代償のことで

はなく海を豊かにするための漁礁を周辺に設置します

とか、鉄鋼スラグには水質改善機能があるとの試験結果

もあるとの情報が本当ならば鉄鋼スラグ製品で護岸を

行い海に鉄分を補給することで海を活性化できる？よ

うにするとか、浚渫穴を埋め、また浚渫内部水に空気を

吹き込んで貧酸素水塊ができないようにするとかして

魚が増える環境改善を行い、漁民が“それなら我慢しま

しょう”と言う代償を行うべきでしょう、改善ができな

いならば損害をもたらすことはやめるのが当然と言え

るのではないでしょうか？ 

海水を電気分解し生成した次亜塩素酸ソーダの注入

は、生物付着による復水器の熱交換効率の低下を防ぐた

めに行うものですが、放水口において残留塩素濃度を定

量下限値(0.05mg/L)未満となるよう管理することから、

周辺海域に生息・生育する生物に及ぼす影響は少ないも

のと考えております。 

また、発電所の取水路に取り込まれた動・植物プラン

クトン、卵・稚仔は次亜塩素酸ソーダの注入により多少

の影響を受けることも考えられますが、上記のとおり放

水口において残留塩素濃度を定量下限値未満となるよう

管理すること、これらの生物は周辺海域に広く分布する

ことから、海域全体としてみれば、次亜塩素酸ソーダの

注入がこれらの生物に及ぼす影響は少ないものと予測し

ております。 

なお、実際の次亜塩素酸ソーダの注入にあたっては、

漁業関係者を含めた関係各所と協議させていただきたい

と考えております。 

 

3 温排水で水温 1℃上がることは想像以上の損害を生物

と漁民にもたらします。さらに次亜塩素酸ソーダを注入

することから漁民に対しては別途に説明会を持って意

見を聞き、対応を行ってください。(説明会で行いますと

の回答をいただきましたがきちんと実行をお願いしま

す) 

4 再エネはガスタービンコンバインド発電機(GCC)に対

し頻繁な出力調整と起動停止を GCC側にもたらします、

しかし GCCの最低出力限界は意外と高いところにあり、

停止を迫られてるのではないでしょうか？ 

ガスタービン自体は冷却時でも再起動応答性は良い

のですが排ガスボイラーが自然循環型のドラム付きで

すとドラムのドラム自体の内外温度差による熱膨張ス

トレス制限でガスタービン立ち上げ速度が制限される

のではないかと思われますので汽水分離式の貫流ボイ

ラーが望ましいのではないか？と素人には思えます。今

回導入するボイラーは内部的に高圧、中圧、低圧ボイラ

の 3つが 1つに収まっているタイプでドラムと言っても

大型ヘッダーのように熱ストレスを余り考慮しないで

ガスタービンの成り行きに追従できるものと考えてよ

ろしいのでしょうか？ 

(※こんな余計な心配をするのは九州電力で 19時ごろ

の点灯ピーク電力需要に発電側が追い付けず、停電の危

険のある電力余剰率 3%に至ったとのニュースが昨年？

あったからで、いわゆる調整用電源としての機能が十分

であるかを確認するものです) 

再生可能エネルギーの導入拡大による、火力発電設備

の調整機能としての重要性は認識しております。 

本事業は、運用負荷帯が広く、かつ負荷追従性に優れ

たガスタービン・コンバインドサイクル発電設備を導入

する計画であり、本発電設備は、一般送配電事業者の要

求する調整電源としての機能を具備しております。 
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2.大気環境 

No 意 見 の 概 要 事業者の見解  

5 ダウンウォッシュについて、説明会でも言いましたが

計算値 73m なのに 80m の煙突では差は 7m しかありませ

ん。安全係数の考えが反映されていない高さです、100m

以上とすべきです。 

本計画における煙突の高さは、｢発電所に係る環境影響

評価の手引｣(経済産業省 商務流通保安グループ 電力安

全課、平成 29年 5月)(以下、｢発電所アセスの手引｣とい

う。)に記載されている建物ダウンウォッシュ発生条件に

該当いたしません。 

6 1-4 号は廃止ということですのでタービン建屋は 5-6

号分を残し、早期に撤去して欲しい、理由は大気乱流を

防止しダウンウォッシュを防止するためです。再生可能

エネルギー普及の必要性が増す中で予備機保管の必要

性が年々薄らぐのでないでしょうか？ 

1～4 号機は、新設設備(新 1～3 号機)の運転開始時に

は廃止しますが、現状、設備の撤去時期については未定

です。 

なお、本計画においては、新設設備の運転開始時、既

設設備(1～6号機)のボイラ、タービン建屋及び煙突等が

残存することから、新設設備の排煙拡散における既設設

備の影響を風洞実験により確認しました。その結果、近

傍民家等への既設設備の影響は小さいことを確認しまし

た。 

7 既存煙突は老朽化のためとの説明が方法書のときに

あった？と思いますが 5号 6号は残す訳ですからまった

く老朽化で使えないということではないと思います。さ

らに煙突内部は SUSの管で二重構造になっているはずで

すから補修で延命は十分可能でしょう、またガスタービ

ンのため空燃比が高く排ガス量が多いとしても既存の

煙突は 60 万 kW2 基分の容量があるわけですので十分能

力があると思います。 

80m という低い煙突では有秋台、桜台、青葉台団地は

標高が高く、まともに排煙にさらされることを考慮し

て、既存 200m の煙突の利用あるいは高い煙突高さに変

更することを考えるべきです。 

既設発電設備を設置した当時は、煙突高さを高くする

ことでばい煙の拡散を促し、寄与濃度を低減させる考え

方が一般的でしたが、近年は、燃焼器や排煙処理設備の

性能向上により、煙突高さに依らずとも寄与濃度を十分

低減することが可能となっております。 

本事業においても最新鋭の低 NOx 燃焼器や排煙脱硝装

置の導入により、窒素酸化物排出量等を既設に比べ大幅

に低減する計画とし、煙突高さは建物ダウンウォッシュ

が発生する恐れのない高さとして 80mに設定しました。 

また、準備書においては、｢施設の稼働(排ガス)に伴う

大気質への影響｣を環境影響評価項目として選定し、予

測・評価を行い、煙突高さの妥当性を確認しました。 

 なお、廃止する 1～4号機の煙突は、今後の新設設備の

長期的な運転を考慮すると、将来的に経年劣化の懸念が

あることから、再利用はいたしません。 

8 説明会で質問しましたが 6.7m もの風速で発生する逆

転層の型を記載してください。逆転層が壊れるフュミゲ

ーション発生時の風速と勘違いして記載したか確認し

て欲しいことと、どの型式の逆転層で準備書に書いたの

か確認してください。 

少なくても放射冷却での逆転層では 6.7m 風速はあり

得ないと思います。 

これも調査会社の記載内容をチェックしてないので

はないか？と思います。 

逆転層形成時の予測は、高層気象観測結果から、上層

逆転層(逆転層の下端高度が煙突高度 80m より高いもの)

形成時のうち、煙流が逆転層を突き抜けず、かつ有効煙

突高さが逆転層下端高度より低い場合のすべてについて

行いました。  

 その結果、着地濃度が最大となった時刻における風速

は、準備書第 12 章第 12.1.1.1-66 表(1)(p590)に記載の

とおり、定常運転時及び冷機起動時ともに 6.7m/s でし

た。 

 なお、1 年間 448 回の高層気象観測を行った結果、予

測対象となる上記逆転層の出現回数は、定常運転時で 33

回、冷機起動時で 44 回であり、そのうち風速 6.7m/s 以

上の回数は定常運転時で 13 回、冷機起動時で 14 回確認

されました。 
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No 意 見 の 概 要 事業者の見解  

9  二酸化窒素の排出を最小限に抑制していただきたい。 

準備書の内容には、煙突ダウンウォッシュ、建物ダウ

ンウォッシュ等様々な現象を織り交ぜて予測している

が、現実には、全てに対応しきれていない。近年、喘息

を患う子供も多く、原因は食物によるアレルギーもある

が、大気汚染によるものも否定できない。 

 二酸化窒素に関する環境基準は 1973年、1時間平均値

の日平均値 0.02ppm以下と設定された。その後、企業が

これをなかなか達成できないという事から 1978 年 0.04

～0.06ppm ゾーン内またはそれ以下に基準緩和された経

緯がある。従って、高齢者・子供も含め私たちが健康で

安全な大気の中で生活することができるよう、二酸化窒

素の排出を 0.02ppm以下に近づけるよう要請する。 

 本事業では、最新鋭の予混合型低 NOx 燃焼器並びに脱

硝効率 90%の排煙脱硝装置(乾式アンモニア接触還元法)

を導入することで、新 1～3号機の窒素酸化物排出濃度を

4.5ppmにするとともに、発電所からの窒素酸化物排出量

を現状の 632m3N/hから 229m3N/hへと大幅に低減させる計

画としております。従いまして、二酸化窒素に関する環

境影響についても、大幅に低減できるものと考えており

ます。 

 さらに、運転開始後は発電設備の適切な運転及び管理

を行い、排煙脱硝装置等の性能を維持することにより、

窒素酸化物排出濃度及び排出量の抑制を図り、環境負荷

の低減に努めて参ります。 
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3.水環境 

No 意 見 の 概 要 事業者の見解  

10 純水装置はイオン交換式によるものなのでこの装置

の排水は、自己の塩酸と苛性ソーダで中和されるので純

水装置付属の中和槽では中和槽排水の pH 制御は不要と

の説明でした。そのときおかしいと気づきましたが再質

問は避けましたのでこの場で述べます。 

 原水中の＋イオン、－イオンは等価であっても純水装

置は再生時にはそのイオン量より多くの塩酸あるいは

苛性ソーダを流す関係で必ずどちらかが多くなって中

和槽内の廃水は酸性になったり、アルカリ性になったり

します。 

その結果、純水装置付属の中和槽での中和が必要にな

るはずです。 

 ボイラー連続ブロー水の中和についても同様でフラ

ッシングで温度を下げてブロー水専用中和槽で中和す

るはずです、つまり発生個所で中和するのが当たり前で

すので準備書の図解はアセス管理会社が書いたものと

思いますが、JERAは現場の技術者にもこのアセス文書を

見せておかしくないか？省略しすぎてないか？チェッ

クすべきでしょう。 

 実は、すべての方法書などに書かれた工場排水図は実

態と違う図になっており、同じ調査会社を使っているの

ではないか？調査会社の担当は実態を知らないのでは

ないか？と思うので再確認してください。 

中和槽内の排水はイオン交換樹脂の再生タイミングに

より酸性やアルカリ性になりますが、この排水は新設総

合排水処理設備において pH調整を行うことから、中和槽

では pH調整を行いません。 

このように中和槽で pH調整を行わないため、耐酸性・

耐アルカリ性を考慮した配管やポンプ類の設計が必要と

なりますが、中和のための追加的な薬品を必要とせず薬

品使用量を抑えた運用が可能となります。 

なお、一般排水に関する処理フロー(新設)は、準備書

第 2 章第 2.2-16 図(p39)に記載のとおりとなっておりま

す。 

11 一般排水に関する事項で、将来の化学的酸素要求量

(COD)日最大 10とあるが、これを日最大 5とできないか。

また、浮遊物質量(SS)日平均 7、日最大 10とあるが、こ

れを日最大 5とできないか。 

対象事業場排水口より干潟までの約 7km、小櫃川河口

三角州まで約 14km である。東京湾の表層恒流・沿岸流

(東京湾 1978)は市原から袖ケ浦・木更津に向かってお

り、干潟に生息する魚貝類は直接影響を受ける。例えば、

本四架橋漁業影響調査によると、アサリは SS 5ppm以上

で酸素消費量に影響が表れるとされている。また、東京

湾の平均 CODは 4.5～5.5ppmである。 

※工事中についてもできる限り、これに近づけていただ

きたい。 

 将来の一般排水の排水量を現状より低減させる計画で

あることから、将来の一般排水中の化学的酸素要求量等

の水質汚濁物質負荷量についても、現状より低減するこ

とになります。 

また、化学的酸素要求量及び浮遊物質量の濃度の日最

大値 10mg/Lは、発電設備の定期点検時などの限定的な期

間を想定しており、さらに新設総合排水処理設備で処理

された排水は、2000倍以上の量の復水器冷却水と合流し

混合された後、放水口から排出されることから、放水口

における寄与濃度は極めて小さく、対象事実施区域周辺

の海域の水質に及ぼす影響は少ないものと予測しており

ます。 

12 現姉崎火力出力 360万 kW温排水量 m3/sec表層排水の

包絡線が同じ 360 万 kW 出力の袖ケ浦火力包絡線より著

しく小さいのはおかしいです、姉崎火力の温排水包絡線

が小さい理由は何ですか？ 

 文献調査及び現地調査結果より、姉崎火力発電所の前

面海域と東京電力フュエル＆パワー株式会社袖ケ浦火力

発電所(以下、｢袖ケ浦火力発電所｣という。)の前面海域

では四季を通じて概ね同一方向の流れが見られたことか

ら恒流成分について検討しました。その結果、温排水拡

散予測では西南西方向の恒流を考慮しました。 

この恒流については、袖ケ浦火力発電所の前面海域の

方が姉崎火力発電所の前面海域より総じて流れが速いこ

とから、袖ケ浦火力発電所の前面海域では表層の温排水

拡散予測範囲が相対的に西南西方向に広がったと考えて

おります。 
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No 意 見 の 概 要 事業者の見解  

13 上の姉崎火力と袖ケ浦火力の複合包絡線と下の図の

五井火力、千葉火力側の包絡線面積は 39km2にもなり、

姉崎火力の温排水の包絡線にかなり接近しており、周辺

の状況を含めて評価する精神からすれば千葉側の包絡

線も合わせて表示すべきではないか？ 

 

 ｢発電所アセスの手引｣によれば、温排水による水温の

調査・予測範囲は、他の発電所と温排水の重畳(同一時刻

に重なることをいう。)が予測される場合には、水温上昇

1℃の拡散予測範囲に重畳の範囲を含め、これを包含する

範囲及び取水口前面の海域とするとされております。 

 今回、五井火力発電所及び姉崎火力発電所の温排水拡

散予測範囲について確認したところ、重畳はしていない

ことから、姉崎火力発電所及び袖ケ浦火力発電所の温排

水の重畳を考慮して予測を行い、準備書に記載しました。 

14 盤洲干潟沿岸にだけ接触しないように＋1℃包絡線が

記載されているがこれは不自然です。千葉火力の包絡線

図のように海岸に接触するはずではないですか？ 

干潟は沖から岸に向かって緩やかな斜面になるので

浅瀬に向かって回り込みますので干潟を取り囲む包絡

線になるはずです。干潟の部分だけ干潟より離れた包絡

線になる理由はなんですか？ 

温排水拡散予測については、手法が確立されており、

かつ十分な実績のある数理モデル（平面 2 次元）を用い

て実施しております。 

予測にあたっては、文献調査及び現地調査の結果を詳

細に解析し、これらを入力条件としてシミュレーション

を実施しております。この結果、盤州干潟に温排水拡散

範囲の一部が及ぶ結果となりました。 

15 東京湾岸にあるすべての大規模発電所からの温排水

の包絡線を図示してください、内湾の何%、内湾外湾合わ

せて何%が温排水＋1℃領域になるのでしょうか？また

水深 1m、2m、3mの包絡線を公開していますが、その面積

から表層水のみならず深層水への加温影響があると見

受けられます。三次元図を公開して水環境への影響がよ

り正確に分かるようにして下さい。 

｢発電所アセスの手引｣によれば、温排水による水温の

調査・予測範囲は、他の発電所と温排水の重畳(同一時刻

に重なることをいう。)が予測される場合には、水温上昇

1℃の拡散予測範囲に重畳の範囲を含め、これを包含する

範囲及び取水口前面の海域とするとされております。 

従いまして、今回は姉崎火力発電所及び袖ケ浦火力発

電所の温排水の重畳を考慮して予測を行い、準備書に記

載しました。 

なお、本事業は温排水排出熱量(取放水温度差×時間当

たりの温排水量)が現状より減少するリプレース事業で

あることから、温排水の拡散予測面積は現状より小さく

なる結果となっております。 
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No 意 見 の 概 要 事業者の見解  

16 発電所の運転による温排水(水温)について、干潟への

影響は少ないと予測するが、そうではなく、影響が懸念

される。 

｢環境影響評価準備書 あらまし 資料編｣の p123 から

p126まで温排水の流動予測図があるが、東京湾横断道路

｢海ほたる｣が完成以降、沿岸流速は大きくなり、温排水

の流動範囲は予測より沿岸に近くつぶれた形となるの

ではないか。従って、干潟にはほとんど影響は無いと予

測するが、影響はかなり出てくると予想される。現に影

響があり、更にノリ養殖、底生動植物への影響が懸念さ

れる。 

盤洲干潟は日本で唯一の自然干潟であり、環境省にラ

ムサール条約登録を要請しているところである。 

対象事業実施区域の周辺海域は、｢生物多様性の観点か

ら重要度の高い海域｣の沿岸域｢12206 養老川河口周辺｣、

｢12205 小櫃川河口干潟周辺｣(環境省)に指定されてお

り、重要な場として認識しております。 

温排水の拡散予測条件として用いた流況のデータにつ

いては、東京電力株式会社既存調査データ(平成 3 年 11

月～平成 4年 8月)に加え、新たに実施した現地調査結果

(平成 28 年 11 月～平成 29 年 9 月)を解析していること

から、現在の東京湾の状況を反映していると考えており

ます。 

予測の結果、対象となる盤州干潟は放水口から離れた

位置にあり温排水拡散範囲の一部が及ぶものの、干潟に

生息・生育する海生動植物は一般に環境の変化の大きい

場所に生息・生育し水温等の変化に適応能力があるとさ

れていること、温排水の拡散予測面積はリプレース後縮

小することから、温排水がこれらの干潟に生息・生育す

る動植物とその生息・生育環境に及ぼす影響は少ないと

考えております。 

なお、環境監視計画として、発電所運転開始前及び開

始後各 1年間(4回/年)において、潮間帯生物・底生生物・

干潟生物について調査します。 
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［参考］ 

 環境影響評価準備書に対して提出していただくご意見は、「環境影響評価法」第 18 条の規定に基づ

き、「環境の保全の見地からの意見」に限られているが、参考として、環境の保全の見地以外からの

意見及びこれに対する事業者の見解は次のとおりである。 

 

環境の保全の見地以外からの意見 

No 意 見 の 概 要 事業者の見解  

17 3.11大地震と津波を経験しても、そして首都直下地震

や東南海地震が話題になっても“喉元過ぎれば熱さを

忘れる”のたとえ通り、火力発電所の基本計画において

生き残りと再起動をきちんと考えていないと見えます

がいかがでしょうか？ 

非常時のインターロックと非常用電源で安全・冷却停

止するのは当然のことです。私が言いたい生き残りとは

地震が収まって燃料ガスラインが確保できたら、いつで

も再稼働できる状態で生き残りができるか？というこ

とです。 

特に地上設置、あるいは半地下に設置する復水ポンプ

とかタービン軸潤滑ポンプなどの本体と操作電源箱が

浸水で使えなくならないよう工夫がされるのかどう

か？例えば 1段高い場所に操作箱を設置ケーブル類はモ

ーターまで機密性と絶縁性が確保されるようにとか防

爆構造とかになっているか、海側地上ドアは開放のまま

にしないとか、発電機冷却用水素のボンベも流出・転倒

しない対策とか、所内電源遮断機室の密閉化・2 階より

高い床に設置とかです。 

 地震対策としては、｢電気事業法｣、｢建築基準法｣等、

各種の法律及び技術基準等に基づいて設備設計を行いま

す。 

 津波に関しては、国・自治体等の公的機関が公表して

いる情報に基づき、千葉県にて実施された津波シミュレ

ーション結果によると、姉崎火力発電所は浸水しない結

果となっております。 

 今後、新たな知見等により、津波対策が必要となった

場合には、｢総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安

部会電力安全小委員会 電気設備地震対策ワーキンググ

ループ報告書(平成 24 年 3 月)｣において示された｢電気

設備の津波への対応の基本的な考え方｣及び｢電気設備の

津波対策｣に基づいた対策を行います。 

 

18 首都地下地震などでは東電域内全停電が起こる得る

ことです、系統停止すれば企業内コージェネ、自家発も

自動停止し、系統電源復旧まで起動できません。再エネ

発電所も系統電源に同期する仕組みですから送電しな

くなるでしょう、このような中でさらに東北電力と東京

電力の、中部電力と東京電力の接点変電所の同時故障で

本当に真っ暗闇もあり得る話でしょう。(2011.3.11大地

震ではトランス故障や鉄塔倒壊も多発しました。) 

また、災害時は病院などにけが人が運ばれますので早

期電気供給が必要であることから、自らが生き残り、で

きる限り早期に再稼働をして系統に電気を送り、他の発

電所はその系統から電気をもらって再稼働できるよう

にしないと電力会社の責務が果たせません。 

このような中で生き残り発電所はどこなのでしょう、

水力ですか？昔は手動でいろいろできる構造でしたが

現在の水力はコンピュータ制御なので外部電源なしで、

再起動して各地の大規模火力の所内電力を賄えるだけ

の電力を送れるのでしょうか？ 

是非、五井、姉崎火力更新計画では生き残り含め“蓄

電池システム”(内陸分散設置の)で東電域内が全停電

から再稼働できる所内電力を確保するいわゆるバック

アップも併せて検討してください、このシステムは普段

は再エネの凸凹を埋める役割を持ち、非常時は自ら系統

周波数のマスターとして五井や姉崎火力の GCCの再起動

電源となるものです。 

 大型火力発電所の再稼働には系統からの電力を必要と

するため、系統が全停電した場合は、水力発電所の再稼

働等により系統電力を復旧した後、火力発電所を順次再

稼働していくものと認識しております。 

 なお、系統が全停電するような事象においても、本発

電設備には安全停止するための非常用電源装置や再受電

後の早期起動に対応するための所内単独運転機能を具備

しております。 

 また、発電所は、東京湾内に限らず広い地域に分散し

て存在していることから、すべての発電所が同時に損傷

し、再稼働できない可能性は低いと考えております。 
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No 意 見 の 概 要 事業者の見解  

19 好むと好まざるに関わらず特に晴れた日中は太陽光、

風力の電力が火力発電を圧迫することは目に見えてい

ます。(九州電力、四国電力、、の例)圧迫されて火力の

運用が困難になるので再エネ電力制限したい事情は分

かるが、制限するのではなくメガソーラー側と電力会社

双方で蓄電池設置を行うことで余剰と凹凸を吸収・安定

化を図るべきです。(近年の災害多発からも再生可能エ

ネルギーの拡大は必要です) 

ちょっと横道に逸れますが JERA の横須賀火力でもバ

イオマス発電を検討との話もあるようですがバイオマ

スの FIT価格からの交付金は本来、再エネ成長に使われ

るべきもので電力企業を太らせるものであってはいけ

ないと思います。この考えから JERA としても蓄電池設

置を積極的に行うべきであり、豪州で大規模蓄電池試験

をしているようですが、本来日本で行うべきで五井、姉

崎火力に適用すべきです。 

(この蓄電池システムは自力での再稼働能力維持の利点

でもあります) 

太陽光や風力等の再生可能エネルギーによる発電は、

貴重な純国産エネルギーを利用する発電方式であるとと

もに、発電時に CO2 等を排出しない利点があるため、当

社としても今後導入の検討をしていきます。 

なお、再生可能エネルギーによる発電の増加に伴い、

天候等による出力変動が系統周波数に影響を及ぼすこと

が懸念されます。これらの変動を調整する役割としての

蓄電池の採用にあたっては、高コストであることやエネ

ルギー密度が小さく需給バランスの調整機能が限定的で

あること、充放電による性能劣化といった課題の検討を

行う必要があると考えております。 

 


